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ハローワーク秋田の 

各種情報はこちら↓ 

 

月刊ハローワーク通信 
ハローワーク秋田のイベント･情報などを紹介する広報紙です 

≪2025.3 月号≫ 

                                                     発行：〒010-0065 秋田市茨島 1-12-16 

                         ハローワーク秋田（電話 018-864-4111）                             

     当所へ電話でお問い合わせの際は、部門コード（問い合わせ先右端の【】内） 

を押してください。 

。 

 

 

 

【適用課窓口及び電子申請ご利用の場合】 

４月は、離職票交付手続きを優先して取り扱います。そのため、４月入社の資格取得

届は４月下旬以降に提出いただくようご協力をお願いします。 
（資格取得届の提出期限は入社日の属する月の翌月１０日までです。4/1 入社→5/10 まで） 

 

（提出期限は５月１０日です） 

 

【適用課窓口をご利用の場合】 

離職票交付が１０枚以上になる場合は、窓口の混雑緩和のため来所日を調整させて 

いただく場合がありますので、事前にご連絡をお願いします。 

【電子申請をご利用の場合】 

資格取得届等が集中的に増加するため、通常よりも返戻日数が長くなることがあり

ますので、ご了承ください。 

  「電子申請」が便利です、ぜひご利用をお勧めします！ 
雇用保険の主要３手続き（資格取得届・資格喪失届・高年齢雇用継続給付）の電子申請利用

率が全国で７割、秋田労働局管内で６割となっています。 

 

 

 
 

●３６５日、２４時間いつでも申請できます。ハローワーク窓口での申請のような待ち時間

がありません。 

●自宅やオフィスのパソコンなど、どこからでも申請できます。 

●個人情報の持ち運びが不要です。個人情報保護の観点からも安全性が高まります。 

●時間やコストの節減になります。ハローワークに来所いただく手間も、書類を郵送する 

 費用もかかりません。 

電子申請アドバイザーによる 

相談も行っております。 

 

ハローワーク秋田 雇用保険適用課 【２１＃】 お問い合わせ先 

電子申請のメリット 
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ハローワーク秋田 雇用保険適用課 【２１＃】 お問い合わせ先 

育児時短就業給付金
育児休業等給付 

（出生後休業支援給付金） 

申請手続きについて 
 

具体的な支給申請手続については、

厚生労働省ホームページ掲載のパン

フレットをご覧ください。 
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《実際に相談のあったケース》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハローワーク秋田 雇用の動き（令和７年１月）

02年度 03年度 04年度 05年度 06.1 06.2 06.3 06.4 06.5 06.6 06.7 06.8 06.9 06.10 06.11 06.12 07.1

有効求人数 8,822 9,080 8,395 8,169 7,958 8,567 8,707 8,214 7,948 7,768 7,719 7,603 7,720 7,889 7,853 7,585 7,790

有効求職者数 6,480 6,217 5,982 5,887 5,575 6,069 6,342 6,283 6,385 6,200 5,912 5,647 5,626 5,699 5,377 5,341 5,418

求人倍率（秋田所） 1.36 1.46 1.40 1.39 1.43 1.41 1.37 1.31 1.24 1.25 1.31 1.35 1.37 1.38 1.46 1.42 1.44

求人倍率（秋田県） 1.28 1.49 1.49 1.32 1.28 1.27 1.29 1.30 1.28 1.26 1.26 1.25 1.26 1.25 1.25 1.24 1.24
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■有効求人倍率（全数）の推移

秋田所（原数値）

秋田県（季節調整値）

求人広告掲載時のトラブルにご注意ください 
 最近、電話で「無料で当社のサイトに求人広告を掲載しませんか？」との勧誘があり、契約したところ、無料

掲載期間経過後に自動で有料掲載へ移行し、多額の広告料金を請求されるといった事案が発生しています。 

ハローワークへ求人を提出される事業主の皆さまへ 

◆電話で求人広告の無料掲載の案内を受け、申請書がＦＡＸで届き契約。申請書の下に「〇〇日経過後は有料掲

載へ移行する。」と小さく記載されていたが、電話では有料掲載の話もなかったことから、記載内容に気がつか

なかった。その結果、無料掲載期間経過後に自動で有料掲載に移行し、多額の広告料金を請求された。 

※なお、求人者の求めに応じ、その募集情報をインターネット等で提供すること（あっせん行為を含まない。）や、その広告料金を
請求することは違法ではありません。 

ハローワーク秋田  求人部門 【３１＃】 お問い合わせ先 

 求人公告をインターネット等に掲載依頼する際には、事前に広告料金や掲載期間、 

無料掲載期間終了後の料金、解約方法等を確認した上で契約を行ってください。 

概況（全数） 
 

   〇有効求人倍率は、1.44 倍と前年同月比で 0.01 ポイント 
     上昇。 
          

 1 求人の動向 
 

    〇新規求人数は、3,435 人と前年同月比で 3.8％増加。 
       ・情報通信業、製造業、宿泊業,飲食サービス業等は増加、 
      公務,その他、卸売業,小売業、サービス業（他に分類されな 
       いもの）等は減少。 
 

   〇有効求人数は、7,790 人と前年同月比で 2.1％減少。 

  

 ２ 求職者の動向 
 

   〇新規求職者数は、1,523 人と前年同月比で 6.0％減少。 
    ・フルタイム求職者が 7.8％減少、パート求職者も 1.8％減少。 

・事業主都合離職者（常用）が３か月連続で増加。 
 

      

   〇有効求職者数は、5,418 人と前年同月比で 2.8％減少。 
     ・雇用保険受給者実人員が 11 か月連続で減少。 
   

増減率

(%)

増減数

(人)

D建設業 297 12.9 34

Ｅ製造業 171 25.7 35

G情報通信業 56 100.0 28

Ｈ運輸業,郵便業 205 15.8 28

 Ｉ 卸売業,小売業 487 ▲ 9.8 ▲ 53

J金融業,保険業 54 14.9 7

Ｍ宿泊業,飲食サービス業 481 16.5 68

Ｐ医療,福祉 713 ▲ 0.6 ▲ 4

Ｒサービス業（他に分類されないもの） 543 ▲ 1.8 ▲ 10

S・T　公務、その他 84 ▲ 14.3 ▲ 14

全産業合計 3435 3.8 127

主な産業 求人数

前年同月比

項目
区分 態様別計 うち事業

主都合

うち自己

都合

うち自営,

その他

1,374 510 736 216 480 12 128

増減率
（％）

▲ 5.6 ▲ 16.1 3.1 13.7 3.9 ▲ 20.0 ▲ 3.8

増減数
（人）

▲ 81 ▲ 98 22 26 18 ▲ 3 ▲ 5

前年同
月比

在職者 離職者 無業者

新規求職者数（常用）


